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羽曳野市長  山入端  創     



提  案  理  由  

 

宅地造成等規制法施行規則 (昭和 37 年建設省令第 3 号 )の一部改正に伴い、同令を引

用する規定に関する整備その他所要の改正を行うため、この条例を制定しようとするも

のであります。  



     羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例       

 

令和   年   月   日  

羽曳野市条例第    号  

 

羽曳野市手数料条例 (昭和 31 年羽曳野市条例第 30 号 )の一部を次のように改正する。 

別表第 9 の 3 の項中「宅地造成等規制法施行規則」を「旧宅地造成工事規制区域の区

域内における宅地造成に関する工事の規制に係る宅地造成等規制法施行規則及び畜舎

等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令 (令和 5 年農林

水産省・国土交通省令第 3 号 )による改正前の宅地造成等規制法施行規則」に改める。  

別表第 16 の 15 の項中「 15 の項及び 16 の項」を「 13 の項及び 14 の項」に改める。  

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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